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医師の働き方改革の施行後調査等の実施について（ご協力のお願い） 

    

  平素は、本県医療行政の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

令和６年４月 1 日に医師の時間外・休日労働時間の上限規制が適用されてから１年余り

が経過しましたが、本県では引き続き地域医療提供体制の維持と医師の健康確保の両立を

図る本制度を着実に進めてまいりたいと考えております。 

そのため、昨年６月に厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室が実

施した制度施行後の状況を確認する調査『各医療機関における「派遣医師の引き揚げの有

無」、「診療体制への影響（救急医療・周産期医療等）」、「地域医療への影響」等』につい

て、今年度も継続して実施することことといたしました。 

ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、上記趣旨をご理解いただき、下記のとおり

本調査にご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

なお、ご回答いただいた内容は統計的に処理され、個別の医療機関が特定できる形で公

開されることはありません。 

記 

 

１．調査票  別添１調査票（Excel ファイル）にて回答をお願いいたします。 

２．期 日  令和７年８月 29 日（金）までに回答をお願いいたします。 

 （9/2 追加）令和７年９月 12 日（金）まで延長しますのでご提出お願いいたします。 

３．提出先  hyogo2025@jahmc.or.jp 

４．照会先  公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 企画課 

       電話 03-5275-6994   担当 宮本・白木 

以上 
 

本文書は、兵庫県保健医療部医務課より、令和７年７月 28 日付メール連

絡にて各医療機関宛にお知らせした調査依頼です。 
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